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東北地方太平洋沖地震などの影響を受け、新潟国道事務所が管理する国道のうち、４９号

及び１１３号の県境部の交通量が約２倍に増加しています。

被災地への物資輸送などに支障をきたす恐れがあるため、不要不急の車利用は極力控えて

いただきますよう、ご協力をお願い致します。

また、今後雪の予報が出ております。特に山間部を走行される際には、冬用タイヤ装着・

タイヤチェーンの携行、大型車におかれましてはダブルチェーン着用をお願い致します。

道路利用者の皆様にはご不便をお掛けするかと思いますが、ご理解とご協力をよろしくお

願い致します。
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登坂不能は、物資輸送等を妨げます！！

登坂不能関連事故 登坂不能による交通阻害


